
 

原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解事例 
 
 
 
 

和 解 契 約 書（全部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１、同Ｘ２（以下、併せて「申立人ら」という。）

と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解

する。 
第１ 和解の範囲 
 申立人らと被申立人は、下記の損害項目について和解することとし、それ

以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 
記 

 損害項目 （１）財物損害（別紙物件目録１及び２記載の土地） 
 （２）財物損害（別紙物件目録３記載の建物） 
 （３）財物損害（別紙物件目録３記載の建物内の家財） 
 （４）申立外故Ａを速やかに捜索できなかったことに関する

精神的損害 
第２ 和解金額 
 被申立人は、申立人らに対し、前項所定の損害項目に対する和解金として、

合計金２９，２３６，３７６円の支払義務があることを認める。 
（内訳） 

（１）財物損害（別紙物件目録１記載の土地） ３，３７５，０００円 

（２）財物損害（別紙物件目録２記載の建物） １８，９１１，３７６円 

（３）財物損害（別紙物件目録２記載の建物内の家財） 
  ５，９５０，０００円 

（４）申立外故Ａを速やかに捜索できなかったことに関する精神的損害 
 １，０００，０００円 

第３ 支払方法 
   （省略） 
第４ 確認事項 
  申立人らと被申立人は、第１項記載の損害項目については、本和解に定め

る金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人らが被申立人に

対して別途損害賠償請求することを妨げないことを相互に確認する。 
第５ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 

避難指示のため津波にさらわれた親族を速やかに捜索できなかったことに

よる慰謝料及び富岡町所在の土地建物・家財の財物損害が賠償された事例。 
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本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人ら全員が１通を、被申立人が１通をそれ

ぞれ保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を原子

力損害賠償紛争解決センターに交付する。 
平成２５年１月９日 
（別紙物件目録省略） 
 
 
（仲介委員長 及川健二、仲介委員 五島丈裕） 
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全 部 和 解 契 約 書 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下、「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１、同Ｘ２及びＸ３（以下、申立人ら３名を合わせ

て「申立人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」とい

う。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

(1) 申立人Ｘ１と被申立人は、本件に関し、別紙損害項目一覧（以下、「別

紙一覧」という。）記載１の各損害項目（ただし、(1)ないし(13)について

は、本項(4)の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点に

ついては、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 

(2) 申立人Ｘ２と被申立人は、本件に関し、別紙損害項目一覧記載２の各損

害項目（ただし、(1)ないし(5)については、本項(4)の期間に限る。）につ

いて和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 

(3) 申立人Ｘ３と被申立人は、本件に関し、別紙損害項目一覧記載３の各損

害項目（ただし、(1)ないし(5)については、本項(4)の期間に限る。）につ

いて和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 

(4) 期 間 

自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年２月２９日 

（ただし、精神的損害（避難慰謝料）については、平成２３年３月１１

日から平成２４年１１月３０日までとする。） 

２ 和解金額 

(1) 被申立人は、申立人Ｘ１に対し、別紙一覧記載１の損害項目に係る和解

金として、合計金１５，１４８，２６８円の支払義務のあることを認める。 

(2) 被申立人は、申立人Ｘ２に対し、別紙一覧記載２の損害項目に係る和解

金として、合計金５，５４５，３５６円の支払義務のあることを認める。 

(3) 被申立人は、申立人Ｘ３に対し、別紙一覧記載３の損害項目に係る和解

金として、合計金３，２０５，７００円の支払義務のあることを認める。 

３ 既払い金 

  申立人らと被申立人は、被申立人が申立人らに対し、仮払補償金として金

１，９００，０００円を支払い済みであること及び既払い金全額について前

項の和解金額と清算することを相互に確認する。 

 

 

自宅付近が警戒区域に指定されたために津波にさらわれた親族の捜索を継

続できなかったことによる精神的損害が賠償された事例。 
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４ 支払方法 

  （省略） 

５ 清算 

  申立人らと被申立人は、１項(4)記載の期間に発生した別紙一覧記載１、２、

３に掲げる各損害項目（ただし、別紙一覧記載１(12)ないし(15)、２(4)ない

し(6)及び３(4)ないし(6)を除く。）に係る賠償請求に関しては、その遅延損

害金を含め、本和解契約書に定めるものの外、当事者間に何らの債権債務の

ないことを相互に確認する。 

６ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人ら全員が１通と被申立人が１通をそれぞ

れ保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子

力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年１月２１日 

 

 

（仲介委員 犀川 治） 

 

別紙 

損害項目一覧 

１ 申立人Ｘ１ 

(1) 避難費用（交通費）              金１３３，０００円 

(2) 避難費用（滞在費）              金１２６，０００円 

(3) 生活費増加分（物品購入費）           金９６５，５９８円 

(4) 生活費増加分（衣類、寝具、電化製品等）    金２７９，２０８円 

(5) 生活費増加分（同一世帯内での移動）      金３１６，０００円 

(6) 就労不能損害               金４，９３５，７３２円 

(7) 一時立入り費用（交通費）            金８０，０００円 

(8) 一時立入り費用（宿泊費）            金１６，０００円 

(9) 生命・身体的損害（放射線検査）         金１８，０００円 

(10) 生命・身体的損害（医療費）            金５，１３０円 

(11) 通院交通費                   金２０，０００円 

(12) 通院慰謝料                   金３３，６００円 

(13) 精神的損害（避難慰謝料）         金２，５７０，０００円 

(14) 精神的損害（申立外Ｂの捜索を継続できなかったことによる慰謝料）                     

金４５０，０００円 

(15) 財物損害（家財一式）           金５，２００，０００円 
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２ 申立人Ｘ２ 

(1) 就労不能損害               金１，３０６，３５６円 

(2) 生命・身体的損害（放射線検査）         金１８，０００円 

(3) 通院交通費                   金７５，０００円 

(4) 通院慰謝料                  金１２６，０００円 

(5) 精神的損害（避難慰謝料）         金２，５７０，０００円 

(6) 精神的損害（申立外Ｂ、同Ｃ及び同Ｄの捜索を継続できなかったことに

よる慰謝料）                金１，４５０，０００円 

 

３ 申立人Ｘ３ 

(1) 生命・身体的損害（放射線検査）         金１８，０００円 

(2) 生命・身体的損害（医療費）            金４，３００円 

(3) 通院交通費                    金５，０００円 

(4) 通院慰謝料                    金８，４００円 

(5) 精神的損害（避難慰謝料）         金２，５７０，０００円 

(6) 精神的損害（申立外Ｂ、同Ｃ及び同Ｄの捜索を継続できなかったことに

よる慰謝料）                  金６００，０００円 
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和解契約書（全部和解） 

原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下、「本

件」という。）について、申立人Ｘ１、同Ｘ２、同Ｘ３（以下、「申立人ら」

という。）と被申立人東京電力株式会社（以下、「被申立人」という。）は、

次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

  申立人らと被申立人とは、本件に関し、下記対象期間における損害項目に

ついて和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力が及ばな

いことを相互に確認する。 

記 

 損害項目 精神的損害 

（申立外亡Ａの捜索を阻害されたことにより被った精神的損害） 

２ 和解金額 

被申立人は、申立人らに対し、前項の損害項目について、和解金として金

１２０万円の支払義務があることを認める。 

３ 支払方法 

 （省略） 

４ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本

和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年２月９日 

 

 

（仲介委員 丸山裕司） 

津波にさらわれた親族の捜索が避難指示のためにできなかったことによる

慰謝料について、家族３名に各４０万円合計１２０万円が賠償された事例。 
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